
 

 

 

報第１０号 

 

損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、下記のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

平成２７年１２月１日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

記 
 

No. 項  目 内    容 

１ 

発生時期・場所 
平成２６年１１月４日 午前１１時２０分頃 

高山市久々野町小屋名７８９番地３先（国道３６１号） 

事故の概要 
脇道へ右折しようとした公用車と後方から追い越しをかけてきた

自動車との接触事故 

相 手 方 
                    

      

事故の種類 人 身 物 損（左前バンパー等） 

被害総額・市の過失割合 ― ６４４，９８０円・１００分の６０ 

賠 償 金 ― ３８６，９８８円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ３８６，９８８円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２７年１１月１６日 地方自治法第１８０条第１項 

２ 

発生時期・場所 
平成２７年１月３０日 午後４時４０分頃 

高山市国府町八日町１８６８番地３８先（県道７６号線） 

事故の概要 
上りカーブを走行中の公用車と積雪のため下りカーブを曲がりきれな

かった自動車との接触事故 

相 手 方 
               

       

事故の種類 人 身 物 損（右前バンパー等） 

被害総額・市の過失割合 ― ４４６，６２３円・１００分の２０    

賠 償 金 ― ８９，３２５円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ８９，３２５円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２７年１１月１６日 地方自治法第１８０条第１項 



 

 

 
 

No. 項  目 内    容 

３ 

発生時期・場所 
平成２７年２月１９日 午後４時２０分頃 

岐阜市六条南２丁目１７番１０号先（市道六条南１３号線） 

事故の概要 
一時停止後交差点に進入しようとした公用車と左側から右折し

てきた自動車との接触事故 

相 手 方 
             

       

事故の種類 人 身 物 損（右後部ドア等） 

被害総額・市の過失割合 ― １，０７５，３３４円・１００分の７０ 

賠 償 金 ― ７５２，７３４円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ７５２，７３４円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２７年１１月１６日 地方自治法第１８０条第１項 

４ 

発生時期・場所 
平成２７年６月２６日 午前８時頃 

高山市塩屋町１２４番地３０先（市道塩屋２６号線） 

事故の概要 道路側溝のグレーチングによる走行中の車両破損事故 

相 手 方 
            

      

事故の種類 人 身 物 損（オイルタンク等） 

被害総額・市の過失割合 ― ６０，０００円・１００分の１００    

賠 償 金 ― ６０，０００円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ６０，０００円 

一般財源 ―       ０円 

専決年月日 平成２７年１１月２０日 地方自治法第１８０条第１項 

 


